通所型サービスにおける出張所の設置について（帯広市）

令和７年10月14日

[bookmark: _GoBack]事業所の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行う必要がありますが、地域の実情等を踏まえ、サービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施の観点から本体の事業所とは別にサービス提供等を行う出張所であって、次の要件を満たすものについては、主たる事業所に含めて指定ができる取扱いとします。

▼設置の要件
①　利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
②　職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制（例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制）にあること。
③　苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
④　事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。
⑤　人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。

▼設置数
出張所設置の趣旨を踏まえ、疑義の生じた場合には適宜、確認・協議を行うもの

▼設置場所
通常の交通手段を利用して20分以内で移動できる範囲であること

▼利用定員
主たる事業所の利用定員が19名以上であること

▼人員配置基準
	管理者
	主たる事業所と出張所で兼務可能

	生活相談員
	主たる事業所と出張所で兼務可能

	看護職員
	それぞれ単位ごとに応じた配置が必要

	介護職員
	それぞれ利用者の人数に応じた配置が必要

	機能訓練指導員
	主たる事業所と出張所で兼務可能


▼設備基準
利用者に対するサービス提供に支障がないよう出張所単独で、基準上必要な設備を設置すること

▼事前協議・提供書類
開設予定日の１か月前までに事前協議を行う必要があります。

事前協議の際に必要な書類は以下のとおり
①　付表第三号（二）通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項
②　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
③　資格証の写し
④　平面図
⑤　設備一覧表
⑥　現地写真（完成していなければ完成次第提出）
⑦　賃貸借契約書又は建物の登記簿
⑧　地図（主たる事業所と出張所の位置関係が分かる書類）
⑨　変更後の運営規程
⑩　その他必要書類

⑪　通所型サービスにおける市外への出張所の設置に係る理由書
　　　※市内に設置する場合は不要

⑫　介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
⑬　介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
⑭　加算算定に係る必要書類

また、「変更届出書」については、開設後10日以内に提出してください。
変更届出書の提出にあたっては、事前協議の際に提出した書類一式を添付してください。
ただし、⑫から⑭の提出は不要です。

▼事前協議及び提出先
帯広市西５条南７丁目１番地　帯広市役所　地域福祉課
電話番号　0155-65-4113



通所型サービスにおける市外への出張所の設置に係る理由書

年　　月　　日

・概要
	介護保険事業所番号
	

	主たる事業所の名称
	

	出張所の名称
	

	出張所の開設予定日
	年　　月　　日



・主たる事業所と出張所との距離（km）及び、通常の交通手段を利用した場合の所要時間
	主たる事業所の所在地
	

	出張所の所在地
	

	距離（km）
	km

	所要時間
	分



・帯広市の市外へ出張所を設置する理由
	





